
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループホーム 輝きの里 

見学 
要予約 

認知症高齢者グループホーム 

● 居室数/18 室（全室個室） 

● 建物構造/木造２階建て 

〒557-0063 大阪市西成区南津守３−９−１５ 

アクセス 

● 大阪メトロ四つ橋線「岸里」駅 ３番出口 

● 南海本線「岸里玉出」駅 玉出口 

認知症高齢者グループホーム 

お問合せ・見学予約は  06-6657-7104 グループホーム輝きの里まで 9:00～17:00 

島忠ホームズ 

グループホーム 
輝きの里 

セブン 

イレブン 

阪
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高
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堺
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南港通 

26 
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地下鉄 
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ジャパン 

三菱 UFJ 銀行 

敷金 
（保証金） 

なし 

施設見学予約 
随時受付中 

2025.12.01 
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介護保険利用自己負担分（１ヵ月 30 日の場合のご負担/税込） 

要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

¥24,088 ¥24,217 ¥25,342 ¥26,114 ¥26,629 ¥27,176 

 

 

 

 

生活費（税込） 

家賃 共益費 食費 管理費 合計 

¥42,000 ¥17,000 ¥45,000 ¥28,000 ¥132,000 

 ※ 敷金（保証金）なし 

※ 医療費・薬費等は別途必要です。 

※ 紙オムツ代・理美容費・嗜好品等は別途自己負担です。 

グループホーム輝きの里では【24 時間介護】【全 18 室完全個室】 

集団生活の中で食事やレクリエーションを行うことで、認知症の進行を予防します。 

居室は完全個室なので、プライバシーが確保されております。 

通所が可能な方は、運営母体である医療法人博愛会の精神科クリニックが運営する、認知症対応デイケアも   

ご利用いただけます。 

当施設は 24 時間対応の在宅支援診療所や救急病院と提携しております。 

ご利用料金のご案内 
グループホームのご利用には、介護保険利用自己負担分と生活費が必要です。 

※ 上記の金額は、自己負担１割の場合の目安です。（2024 年 4 月 介護報酬改定時現在） 

※ 上記の金額に、医療連携体制に係る加算など、その他の加算が必要な場合があります。 

※ 利用者様により、初期加算（ご入居後 30 日間 30 単位）など、その他、認知症ケアに対する加算があります。 

※ 介護報酬改定により自己負担分の金額は、変更になる場合があります。 

全室、ベッド・エアコン・収納家具・ナースコールを完備しております。 

〒558-0051 大阪市住吉区東粉浜 3-27-9 

こころクリニック 心療内科／精神科／内科／精神科訪問看護 
TEL.06-4701-8600 FAX.06-4701-8601 

デイケア そら 重度認知症デイケア／精神科デイケア 

TEL.06-4701-8603 FAX.06-4701-8601 

〒559-0005 大阪市住之江区西住之江 2-13-17 

住之江こころクリニック 精神科／心療内科／内科 

TEL.06-6673-6778 FAX.06-6673-6776 

デイケア 大地 精神科デイケア 

TEL.06-6673-6760 FAX.06-6672-5410 

〒577-0826 大阪府東大阪市大蓮北 1-9-26 

グループホーム輝きの里 東大阪 認知症高齢者グループホーム 

TEL.06-6736-2070 FAX.06-6736-2071 

少人数による共同生活の中で、入居者様でもできる家事やレクリエーションなどを通して日常生活の機能維持や

認知症の症状緩和を目指していきます。（１ユニット９名×2＝18 名制） 

ご入居条件 

以下のすべてを満たされる方が対象

です。 

◆ 大阪市に住民票がある方 

◆ 要支援２以上の介護認定を受け 

られている方 

◆ 医師から認知症の診断を受けら 

れており、診療情報提供書または 

診断書の提出ができる方 

 

詳しくは、個別にご相談させていただき

ます。 


